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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子写真画像形成装置本体に着脱可能であって、前記電子写真画像形成装置本体に装着
した状態で運搬可能なプロセスカートリッジにおいて、
　（ａ）電子写真感光体と、
　（ｂ）現像剤を用いて、前記電子写真感光体に形成された静電潜像を現像するための現
像ローラと、
　（ｃ）前記現像剤を収納している現像剤収納部であって、前記現像剤を前記現像ローラ
へ供給するために、前記現像剤を通過させるための現像剤供給開口を有する現像剤収納部
と、
　（ｄ）バネ部材と、
　（ｅ）前記現像剤供給開口を開封可能に閉じているシール部材と、
　（ｆ）前記シール部材に設けられており、前記現像剤供給開口を開封するために、前記
シール部材を前記現像剤供給開口から取り外す際に把持する把持部材であって、
　座面部と、
　前記プロセスカートリッジに設けられたカートリッジ枠体と、前記把持部材とを結合す
る結合部と、
　前記座面部と前記結合部とを連結する変形可能な連結部と、
　前記座面部から突出して設けられたリブであって、前記プロセスカートリッジを前記電
子写真画像形成装置本体の所定位置から取り外した際に、前記バネ部材から弾性力を受け
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て、前記把持部材を、前記プロセスカートリッジを前記電子写真画像形成装置本体に装着
した状態で運搬するために前記プロセスカートリッジを前記所定位置へ進入させるのを許
容する第一位置から、前記プロセスカートリッジを前記所定位置へ進入させるのを規制す
る第二位置へ移動させるリブと、
　を有する前記把持部材と、
　を有することを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項２】
　前記リブは、前記バネ部材に付勢される面はストレートな面であり、その反対側の面が
テーパー形状であることを特徴とする請求項１に記載のプロセスカートリッジ。
【請求項３】
　電子写真画像形成装置本体に着脱可能であって、前記電子写真画像形成装置本体に装着
した状態で運搬可能なプロセスカートリッジにおいて、
　（ａ）電子写真感光体と、
　（ｂ）現像剤を用いて、前記電子写真感光体に形成された静電潜像を現像するための現
像ローラと、
　（ｃ）前記現像剤を収納している現像剤収納部であって、前記現像剤を前記現像ローラ
へ供給するために、前記現像剤を通過させるための現像剤供給開口を有する現像剤収納部
と、
　（ｄ）前記現像剤供給開口を開封可能に閉じているシール部材と、
　（ｅ）前記シール部材に設けられており、前記現像剤供給開口を開封するために、前記
シール部材を前記現像剤供給開口から取り外す際に把持する把持部材であって、
　座面部と、
　前記プロセスカートリッジに設けられたカートリッジ枠体と、前記把持部材とを結合す
る結合部と、
　前記座面部と前記結合部とを連結する変形可能な連結部と、
　前記座面部に設けられた弾性を有する弾性突起部であって、前記プロセスカートリッジ
を前記電子写真画像形成装置本体の所定位置から取り外した際に、前記弾性により前記把
持部材を、前記プロセスカートリッジを前記電子写真画像形成装置本体に装着した状態で
運搬するために前記所定位置へ進入させるのを許容する第一位置から、前記プロセスカー
トリッジを前記所定位置へ進入させるのを規制する第二位置へ移動させる弾性突起部と、
　を有する前記把持部材と、
　を有することを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項４】
　前記把持部材は、前記座面部に対して曲がった、リング状の把持部と、前記シール部材
を係止するスリット部と、を有することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１
項に記載のプロセスカートリッジ。
【請求項５】
　前記把持部材が前記第一位置にあるとき前記把持部のリング内に前記カートリッジ枠体
に設けられた前記電子写真画像形成装置本体と電気的に接続される接点部が位置すること
を特徴とする請求項４に記載のプロセスカートリッジ。
【請求項６】
　前記所定位置は、前記プロセスカートリッジを前記装置本体の内側へ進入するのを開始
する位置であることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のプロセス
カートリッジ。
【請求項７】
　記録媒体に画像を形成する電子写真画像形成装置において、
　（ａ）請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のプロセスカートリッジと、
　（ｂ）記録媒体を搬送するための搬送手段と、
　を有することを特徴とする電子写真画像形成装置。
【請求項８】
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　電子写真画像形成装置本体に着脱可能であって、前記電子写真画像形成装置本体に装着
した状態で運搬可能な現像カートリッジにおいて、
　（ａ）現像剤を用いて、電子写真感光体に形成された静電潜像を現像するための現像ロ
ーラと、
　（ｂ）前記現像剤を収納している現像剤収納部であって、前記現像剤を前記現像ローラ
へ供給するために、前記現像剤を通過させるための現像剤供給開口を有する現像剤収納部
と、
　（ｃ）バネ部材と、
　（ｄ）前記現像剤供給開口を開封可能に閉じているシール部材と、
　（ｅ）前記シール部材に設けられており、前記現像剤供給開口を開封するために、前記
シール部材を前記現像剤供給開口から取り外す際に把持する把持部材であって、
　座面部と、
　前記現像カートリッジに設けられたカートリッジ枠体と、前記把持部材とを結合する結
合部と、
　前記座面部と前記結合部とを連結する変形可能な連結部と、
　前記座面部から突出して設けられたリブであって、前記現像カートリッジを前記電子写
真画像形成装置本体の所定位置から取り外した際に、前記バネ部材から弾性力を受けて、
前記把持部材を、前記現像カートリッジを前記電子写真画像形成装置本体に装着した状態
で運搬するために前記現像カートリッジを前記所定位置へ進入させるのを許容する第一位
置から、前記現像カートリッジを前記所定位置へ進入させるのを規制する第二位置へ移動
させるリブと、
　を有する前記把持部材と、
　を有することを特徴とする現像カートリッジ。
【請求項９】
　前記リブは、前記バネ部材に付勢される面はストレートな面であり、その反対側の面が
テーパー形状であることを特徴とする請求項８に記載の現像カートリッジ。
【請求項１０】
　電子写真画像形成装置本体に着脱可能であって、前記電子写真画像形成装置本体に装着
した状態で運搬可能な現像カートリッジにおいて、
　（ａ）現像剤を用いて、電子写真感光体に形成された静電潜像を現像するための現像ロ
ーラと、
　（ｂ）前記現像剤を収納している現像剤収納部であって、前記現像剤を前記現像ローラ
へ供給するために、前記現像剤を通過させるための現像剤供給開口を有する現像剤収納部
と、
　（ｃ）前記現像剤供給開口を開封可能に閉じているシール部材と、
　（ｄ）前記シール部材に設けられており、前記現像剤供給開口を開封するために、前記
シール部材を前記現像剤供給開口から取り外す際に把持する把持部材であって、
　座面部と、
　前記現像カートリッジに設けられたカートリッジ枠体と、前記把持部材とを結合する結
合部と、
　前記座面部と前記結合部とを連結する変形可能な連結部と、
　前記座面部に設けられた弾性を有する弾性突起部であって、前記現像カートリッジを前
記電子写真画像形成装置本体の所定位置から取り外した際に、前記弾性により前記把持部
材を、前記現像カートリッジを前記電子写真画像形成装置本体に装着した状態で運搬する
ために前記所定位置へ進入させるのを許容する第一位置から、前記現像カートリッジを前
記所定位置へ進入させるのを規制する第二位置へ移動させる弾性突起部と、
　を有する前記把持部材と、
　を有することを特徴とする現像カートリッジ。
【請求項１１】
　前記把持部材は、前記座面部に対して曲がった、リング状の把持部と、前記シール部材
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を係止するスリット部と、を有することを特徴とする請求項８乃至請求項１０のいずれか
１項に記載の現像カートリッジ。
【請求項１２】
　前記把持部材が前記第一位置にあるとき前記把持部のリング内に前記カートリッジ枠体
に設けられた前記電子写真画像形成装置本体と電気的に接続される接点部が位置すること
を特徴とする請求項１１に記載の現像カートリッジ。
【請求項１３】
　前記所定位置は、前記現像カートリッジを前記装置本体の内側へ進入するのを開始する
位置であることを特徴とする請求項８乃至請求項１２のいずれか１項に記載の現像カート
リッジ。
【請求項１４】
　記録媒体に画像を形成する電子写真画像形成装置において、
　（ａ）請求項８乃至請求項１３のいずれか１項に記載の現像カートリッジと、
　（ｂ）記録媒体を搬送するための搬送手段と、
　を有することを特徴とする電子写真画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子写真画像形成装置本体に着脱可能であって、該画像形成装置本体に装着し
た状態で運搬可能なプロセスカートリッジ、現像カートリッジ及びこれを用いる電子写真
画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真画像形成装置において、電子写真感光体ドラムやプロセス手段を一体的にカー
トリッジ化したプロセスカートリッジ方式によれば、電子写真画像形成装置のメンテナン
スをサービスマンによらずユーザ自身で行うことができる。従って、操作性を格段に向上
することができる。そこで、このプロセスカートリッジ方式は、電子写真画像形成装置に
おいて広く用いられている。
【０００３】
　このようなプロセスカートリッジ（「カートリッジ」という。）にあっては、出荷時に
現像剤収納部に収納した現像剤が感光体ドラム側へ侵入しないように、現像剤収納部の現
像剤供給開口をシール部材によってシールしている。そして、カートリッジの使用に際し
ては、ユーザが前記シール部材と接続された把持部材を枠体から取り外し、把持部材を掴
んでシール部材を引き抜くことによって、シール部材を引き剥がす。これによって開口を
開封し、現像剤を現像ローラへ供給可能としカートリッジを画像形成装置本体内に装着す
る。
【０００４】
　一方、画像形成装置とカートリッジの輸送における梱包形態としては、従来は画像形成
装置本体とカートリッジ各々を別の箱に梱包していた。しかし、今日では輸送効率を向上
させるため、カートリッジを画像形成装置本体内に装着した状態で梱包、輸送する方法（
以下「装着同梱」という）が採用されるようになってきた。
【０００５】
　ここで、装着同梱では輸送時に振動等の外力を受ける。そのため、前記シール部材に把
持部材を接続したものにあっては、把持部材に外力が加わっても枠体から分離することが
ない構成が提案されている（特許文献１、特許文献２）。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１３１９４３号
【特許文献２】特開２００５－３１３９１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本発明は上記従来技術を更に発展させてものである。その目的は、プロセスカートリッ
ジを電子写真画像形成装置本体から取り出したときに、現像剤供給開口を封止しているシ
ール部材に設けられた把持部材がユーザーに操作し易い状態になるプロセスカートリッジ
及びこれを用いる電子写真画像形成装置を提供するものである。
【０００８】
　また、本発明の他の目的は、運搬時に装置本体内に装着されていた前記プロセスカート
リッジを装置本体から取り出したときに、前記シール部材を除去すること忘れて、ふたた
び装置本体へ装着することすることを防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための本発明における代表的な手段は、電子写真画像形成装置本体
に着脱可能であって、前記電子写真画像形成装置本体に装着した状態で運搬可能なプロセ
スカートリッジにおいて、（ａ）電子写真感光体と、（ｂ）現像剤を用いて、前記電子写
真感光体に形成された静電潜像を現像するための現像ローラと、（ｃ）前記現像剤を収納
している現像剤収納部であって、前記現像剤を前記現像ローラへ供給するために、前記現
像剤を通過させるための現像剤供給開口を有する現像剤収納部と、（ｄ）バネ部材と、（
ｅ）前記現像剤供給開口を開封可能に閉じているシール部材と、（ｆ）前記シール部材に
設けられており、前記現像剤供給開口を開封するために、前記シール部材を前記現像剤供
給開口から取り外す際に把持する把持部材であって、座面部と、前記プロセスカートリッ
ジに設けられたカートリッジ枠体と、前記把持部材とを結合する結合部と、前記座面部と
前記結合部とを連結する変形可能な連結部と、前記座面部から突出して設けられたリブで
あって、前記プロセスカートリッジを前記電子写真画像形成装置本体の所定位置から取り
外した際に、前記バネ部材から弾性力を受けて、前記把持部材を、前記プロセスカートリ
ッジを前記電子写真画像形成装置本体に装着した状態で運搬するために前記プロセスカー
トリッジを前記所定位置へ進入させるのを許容する第一位置から、前記プロセスカートリ
ッジを前記所定位置へ進入させるのを規制する第二位置へ移動させるリブと、を有する前
記把持部材と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明はプロセスカートリッジを電子写真画像形成装置本体から取り外した際に把持部
材が第一位置から第二位置に移動するために、これを容易に把持することができる。この
ため、シール部材の開封作業を容易に行うことができる。
【００１１】
　また、電子写真画像形成装置本体から取り出したプロセスカートリッジはシール部材を
除去しないと、そのままでは再度電子写真画像形成装置本体へ装着することができない。
このため、シール部材を除去することを忘れて、カートリッジを装置本体へ装着すること
を確実に防止する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　〔第１実施形態〕
　次に本発明の一実施形態に係るプロセスカートリッジ及びこれを用いる電子写真画像形
成装置について図面を参照して説明する。
【００１３】
　［多色画像形成装置の全体構成］
　まず多色画像形成装置の全体構成について、図１を参照して概要説明する。なお、図１
は多色画像形成装置の一態様であるフルカラーレーザービームプリンタの全体構成を示す
縦断面図である。
【００１４】
　図１に示す電子写真画像形成装置本体（以下「装置本体」という）100は、垂直方向に
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並設された４個のドラム形状の電子写真感光体である電子写真感光体ドラム１（１ａ，１
ｂ，１ｃ，１ｄ）を備えている。この電子写真感光体ドラム（以下「感光体ドラム」とい
う）１は、駆動手段（不図示）によって、同図中、反時計回りに回転駆動される。感光体
ドラム１の周囲には、その回転方向に従って順に、感光体ドラム１表面を均一に帯電する
帯電装置２（２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ）、感光体ドラム１に形成された静電潜像に現像剤
を付着させて現像剤像として現像する現像装置４（４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ）、感光体ド
ラム１上の現像剤像を記録媒体Ｓに転写させる静電転写装置５、転写後の感光体ドラム１
表面に残った転写残の現像剤を除去するクリーニング装置６（６ａ，６ｂ，６ｃ，６ｄ）
等が配設されている。
【００１５】
　ここで、感光体ドラム１と帯電装置２、現像装置４、クリーニング装置６は一体的にカ
ートリッジ化されプロセスカートリッジ（以下「カートリッジ」という）７を構成してい
る。
【００１６】
　また、装置本体の奥側には画像情報に基づいて感光体ドラム１に選択的な露光を行い、
感光体ドラム１に潜像を形成するためのスキャナユニット３（３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄ）
が設けられている。
【００１７】
　静電転写装置５には、すべての感光体ドラム１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄに対向し、接する
ように循環移動する静電転写ベルト（以下「ベルト」という）11が配設されている。この
ベルト11には樹脂フィルムや、ゴム基層上に樹脂層が設けられた多層フィルム状部材が用
いられている。このベルト11は、駆動ローラ13、従動ローラ14ａ，14ｂ、テンションロー
ラ15に張架されている。そして、静電吸着ローラ22へのバイアス印加によってベルト11の
外周面に記録媒体Ｓを静電吸着して上記感光体ドラム１に記録媒体Ｓを接触させるべく循
環移動する。これにより、記録媒体Ｓはベルト11により転写位置まで搬送され、感光体ド
ラム１上の現像剤像を転写される。
【００１８】
　前記ベルト11の内側に当接し、４個の感光体ドラム１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄに対向した
位置に転写ローラ12（12ａ，12ｂ，12ｃ，12ｄ）が並設されている。これら転写ローラ12
に、転写時に感光体ドラム１上の現像剤像と逆極性のバイアスが印加することで、前記感
光体ドラム１上の現像剤像が記録媒体Ｓに転写される。
【００１９】
　給送部16は、画像形成部に記録媒体Ｓを給送搬送するものであり、前記ベルト11ととも
に記録媒体Ｓを搬送する搬送手段を構成するものである。この給送部16には複数枚の記録
媒体Ｓを収納した給送カセット17が装着されている。画像形成時には給送ローラ18（半月
ローラ）、レジストローラ19が画像形成動作に応じて駆動回転する。これにより、給送カ
セット17内の記録媒体Ｓを１枚ずつ分離給送する。そして、レジストローラ19によってベ
ルト11の回転と画像書出し位置の同期をとって、ベルト11へと給送されていく。
【００２０】
　定着部20は、記録媒体Ｓに転写された複数色の現像剤画像を定着させるものであり、回
転する加熱ローラ21ａと、これに圧接して記録媒体Ｓに熱及び圧力を与える加圧ローラ21
ｂとを有する。
【００２１】
　画像形成の動作としては、カートリッジ７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄが、印字タイミングに
合わせて順次駆動される。そして、その駆動に応じて感光体ドラム１ａ，１ｂ，１ｃ，１
ｄが、反時計回り方向に回転駆動される。そして、各々のカートリッジ７に対応するスキ
ャナユニット３が順次駆動される。この駆動により、周面が一様に帯電された感光体ドラ
ム１に静電潜像が形成される。そして、前記潜像が現像装置４によってトナー現像される
。
【００２２】
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　前記画像形成と同期して、記録媒体Ｓが搬送手段によって感光体ドラム１と対向する位
置に搬送される。そして、ベルト11を挟んで各感光体ドラム１と対向した転写ローラ12（
12ａ，12ｂ，12ｃ，12ｄ）へ転写バイアスを印加することで、各感光体ドラム１上の各色
現像剤像が記録媒体Ｓに重畳転写される。これによって、記録媒体Ｓにカラー画像を形成
される。
【００２３】
　４色の現像剤像を転写された記録媒体Ｓは、ベルト駆動ローラ13の曲率によりベルト11
から曲率分離され、定着部20に搬入される。記録媒体Ｓは、定着部20で上記現像剤像を熱
定着された後、排出ローラ23によって、排出部24から画像面を下にした状態で本体外に排
出される。
【００２４】
 ［カートリッジの構成］
 次に本実施形態に係るカートリッジについて、図２及び図３により詳細に説明する。図
２及び図３は現像剤を収納したカートリッジ７の主断面および斜視図を示している。なお
、イエロー、マゼンダ、シアン、ブラックの各カートリッジ７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄは同
一構成である。尚、カートリッジはイエロー色の現像剤を後述する現像剤収納部41に収納
している。また、その他の色の現像剤も同様に、各カートリッジ７ｂ，７ｃ，７ｄの現像
剤収納部41に収納している。
【００２５】
　カートリッジ７は、感光体ドラム１と、帯電手段およびクリーニング手段を備えたクリ
ーナユニット50、および感光体ドラム１上の静電潜像を現像する現像装置を構成する現像
ユニット４に分かれている。
【００２６】
　クリーナユニット50は、感光体ドラム１が軸受部材を介してクリーニング枠体51に回動
自在に取り付けられている。感光体ドラム１の周上には、感光体ドラム１の外周面に設け
られた感光層を一様に帯電させるための一次帯電装置２が設けられている。また、感光体
ドラム１の周上には、および転写後に感光体ドラム１上に残った現像剤を除去するための
クリーニングブレード（以下、「ブレード」という）60が配設されている。さらに、ブレ
ード60によって感光体ドラム１表面から除去された残留現像剤は、ブレード60上方に設け
られた残留現像剤収納部55に納められる。
【００２７】
　現像ユニット４は、感光体ドラム１と微少間隙を保持して矢印方向に回転する現像ロー
ラ40、および現像剤を収容する現像枠体45ａ，45ｂとから構成される。
【００２８】
　現像枠体45ａ，45ｂは結合され（超音波溶着等により結合）、現像容器ユニット46とな
る。
【００２９】
　現像ローラ40は軸受け部材を介して回転自在に現像容器ユニット46に支持されている。
また現像ローラ40の周上には、現像ローラ40と接触して矢印方向に回転する現像剤供給ロ
ーラ43と現像ブレード44がそれぞれ配置されている。さらに現像容器ユニット46内には収
容された現像剤を撹拌するとともに現像剤供給ローラ43に搬送するための現像剤搬送機構
42が設けられている。
【００３０】
　そして現像ユニット４は、現像容器ユニット46の両端に設けた結合穴47とクリーナユニ
ット50のクリーニング枠体51両端に設けた支持穴52を合わせ、クリーナユニット50両端か
らピン49を差し込む。それによって現像ユニット４全体がクリーナユニット50に対して揺
動自在に支持された吊り構造となっている。
【００３１】
　また、支持穴52を中心に現像ローラ40が感光体ドラム１に接触するように加圧ばね（図
示せず）によって現像ユニット４が常に付勢されている。
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【００３２】
　［装置本体に対するカートリッジの装着構成］
　次に、装置本体100に対するカートリッジ７の装着部99について、図４を用いて説明す
る。図４に示すように、装置本体100には前扉101が設けられていて、回動可能に設けられ
ている。また、前扉101の奥には静電転写装置５が回動可能に設けられている。これら前
扉101、静電転写装置５が開いた状態で、カートリッジ７は、装置本体100に対して着脱可
能となる。カートリッジ７の両端部の感光体ドラム支持部近傍には把手部材90が設けられ
ていて、カートリッジ着脱時には本体前扉側に突出している。
【００３３】
　カートリッジ７は、装置本体100内に設けられているガイドレール部102，103と、カー
トリッジ７の長手方向両側面に設けられた挿入ガイド部53（図３もあわせて参照）とが係
合することにより、装置本体100に対し着脱可能となる。
【００３４】
　そして、ユーザがカートリッジ７の装着を完了し、前扉101を閉めると加圧力（不図示
）がカートリッジ７に付与される。さらに画像形成される時の駆動力により、装置本体10
0に対するカートリッジ７の位置が決まる。
【００３５】
　［現像剤供給開口のシール部材に取り付けられた把持部材］
　次に現像剤収納部から現像ローラへ現像剤を供給する現像剤供給開口を封止しているシ
ール部材に取り付けられた把持部の構成について説明する。
【００３６】
　図２に示すように、現像枠体45ａ，45ｂが結合された現像ユニット４は、現像剤を収納
している現像剤収納部41から現像ローラ40に現像剤を供給するために、現像剤を通過させ
るための現像剤供給開口（以下「開口」という）48を有する。この開口48は、ユーザがカ
ートリッジ７の使用を開始するまでは、シール部材によって開封可能に封止されている。
このシール部材（以下「トナーシール」という）150の一端に把持部材160が設けられてい
る（図６(b)参照）。
【００３７】
　前記トナーシール150は長尺状のフィルム部材であり、これが現像枠体45ａの開口48の
周囲に溶着されて開口48を封止している。そして、トナーシール150は開口48の長手方向
の一端で折り返され、開口48の長手方向他端側からカートリッジ枠体である軸受部材30の
外側に露出し、その端部にトナーシール150を開口48から取り外す際にユーザーが把持す
る把持部材160が取り付けられている。
【００３８】
　図５に示すように、前記把持部材160はリング状の把持部161の端部にトナーシール150
を係止するためのスリットを有するスリット部162が設けられている。そして、このスリ
ット部162と連続するように座面部167が設けられ、この座面部167にリブ168が起立形成さ
れている。さらに、前記軸受部材30に結合して固定される結合部163が設けられている。
そして、前記結合部163と座面部167とは変形可能な連結部164によって一体的に連結され
ている。前記開口48を開封する際に、ユーザが把持部161をつかんで引っ張ることによっ
て、トナーシール150が開口48から除去される。
【００３９】
　図６に示すように、トナーシール150は把持部材160のスリット部162を通過させ、折り
返された一部である溶着部分151を溶着して、リング形状を形成することで、把持部材160
に対して係合している。
【００４０】
　（軸受部材に対してのバネ部材と把持部材の支持構成）
　図７に示すように、軸受部材30にはスリット部31が設けられている。そして、この部分
において、把持部材160は結合部163に設けられた圧入リブ163ａ（図５参照）を潰しなが
ら圧入することで、軸受部材30に対して強固に固定できる。なお、本実施形態では連結部
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164の表裏にそれぞれ２本、計４本の圧入リブ163ａが設けられている。
【００４１】
　結合部163と連結部164との境界には鍔形状の規制部163ｂが設けられている。そして、
結合部163をスリット部31に圧入すると、図10に示すように、前記規制部163ｂが軸受部材
30の面35に当接し、それ以上の圧入が規制される。また、このとき規制部163ｂの長手方
向両端163ｃ，163ｄ間の距離と軸受部材30に設けられた凹部内面34ｃ，34ｄ間の距離が嵌
合関係となっている。このため、連結部164が規制部163ｂとの境界164ａ（図12(a)参照）
で略直角に曲げられても、軸受部材30から把持部材160が外れることはない。
【００４２】
　一方、図８に示すように、軸受部材30には前記リブ168に対して弾性力を付与するため
のバネ部材70が設けられている。このバネ部材70は圧縮バネであり、支持ボス32でラフに
中心が決められ、バネ力を利用して壁33ａ，33ｂに突っ張った状態（バネの状態は自由長
未満）で、軸受部材30に支持されている。また、断面方向においても、図９に示すように
、軸受部材30のラフガイド部34ａ，34ｂとクリーニング枠体51のラフガイド部51ａ，51ｂ
によって、支持されている。
【００４３】
　（把持部の位置及びポップアップ）
　運搬のためのカートリッジ７を装置本体100に装着した状態では、カートリッジ７を装
置本体100内へ進入させるのを許容する第一位置Ｐ1に位置する。そして、カートリッジ７
を装置本体100から取り外した際には、前記バネ部材70の弾性力によって前記第一位置Ｐ1
から軸受部材30の外方へ突出した第二位置Ｐ2へと自動的に変位し得る。次にそのための
構成について説明する。
【００４４】
　カートリッジ７の組み立て時の把持部材160は、図10に示すように、軸受部材30に把持
部材160の結合部163のみが結合している状態である（トナーシールは不図示）。そのため
、把持部161は結合部163に対して略直角の状態であり、軸受部材30から大きく突出してい
る。
【００４５】
　そして、本実施形態のカートリッジ７は出荷に際して装置本体100内に装着され、装着
同梱されて運搬される。これにより、出荷時の梱包材及び梱包スペースを小さくし得るも
のとなっている。
【００４６】
　また、本実施形態のカートリッジ７には、図11に示すように、本実施形態のカートリッ
ジ７の装置本体100への挿入方向先方側の面であって、前記把持部材160が取り付けられた
近傍には、カートリッジ情報を記憶したメモリ180が取り付けられている。なお、カート
リッジ情報としては、カートリッジのロット番号、画像形成装置の特性およびプロセス手
段の特性等がある。そして、前記メモリ情報を装置本体100に伝送するために、カートリ
ッジ７を装置本体に装着したときに、該装置本体に設けられた接点部と電気的に接続され
る接点部180ａが設けられている。
【００４７】
　上記カートリッジ７の装着同梱時は、図11に示すように、連結部164が規制部163ｂとの
境界164ａで、略直角に曲げられた状態となる。このとき、把持部161はリング形状である
ため、前記メモリ180及び接点部180ａが前記リング内に位置するようになっている。すな
わち、把持部材160を第一位置に位置させたときは、把持部161はメモリ180及び接点部180
ａを避けることになる。このため、装置本体内に装着された状態で装置本体の接点（不図
示）との接点部180ａとの接続部分に干渉しない。
【００４８】
　次に、把持部材160を第二位置Ｐ2へポップアップする状態を、図12を用いて説明する。
まず、カートリッジ７を装置本体に装着同梱するために、図12(a)に示すように、把持部
材160は装置本体に装着する前に、座面部167の外面167ａを矢印Ｂ方向に押さえる。これ
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により、リブ168の先端がバネ部材70と壁33ｂ（図８参照）の間に入り込み、そのまま圧
縮バネ部材70を圧縮させながら進入していく。
【００４９】
　図12(a)に示すように、リブ168を完全に挿入させた第一位置の状態にすると、座面部16
7の内面側に設けられた凸部165ａ，165ｂ（図５参照）が軸受部材30の外面に当接し、リ
ブ168の軸受部材30内部への進入量が規制される。また、図10の状態から図12(a)の状態に
するときは、バネ部材70を圧縮させながら、リブ168を面33ｂとバネ70の端面との間に収
納させるため、矢印Ａ、Ｂの方向に力を加える必要がある。このようにして把持部材160
を第一位置に位置させると、カートリッジ７を装置本体100に装着して同梱することが可
能となる。
【００５０】
　弾性変形可能な連結部164は、図12(a)の状態における規制部163ｂとの境界164ａから座
面部167との境界164ｂまでの距離以上の長さとなっているため、図12(b)に示す矢印Ｄの
方向に力が働く。また、把持部材160はリブ168のバネ側の面168ａがバネ部材70のバネ力1
00ｇｆ～500ｇｆを受ける。その力は前記面168ａと反対側の面に形成された斜面168ｂ，1
68ｃによるテーパー形状によって斜め方向へ変換される。そして、その力はリブ168を突
出（ポップアップ）させる方向（矢印Ｃ）に作用する。
【００５１】
　なお、リブ168のバネ側の面（前記テーパー形状と反対側の面）168ａはバネ圧を無駄な
く受けるために、バネ端面に対して平行なストレート面となっている。
【００５２】
　リブ168が前記のようにテーパー形状になっているために、図12(b)の矢印Ｄ方向の力も
、バネ側面168ａに対して斜めになっている斜面168ｂ，168ｃを利用して、矢印Ｃ方向の
力に変換される。よって、カートリッジ７を装置本体内に装着したときは、カートリッジ
装着部に設けられた本体ガイド105のガイド面105ａで規制される位置まで突出した図12(b
)の状態で維持される。このときは、リブ168の先端168ｄは、まだ軸受部材30の面35より
内部に位置する。
【００５３】
　次に梱包を解いて、カートリッジ７を装置本体100から取り出すときは、図13に示すよ
うに、本体ガイド面105ａと把持部材160に設けられた面166、本体ガイド面105ｂとリブ座
面外面167ａが接触することで、図12(b)の状態を維持したまま移動する。
【００５４】
　そして、カートリッジ７が装置本体から完全に取り出されると、前記バネ部材70による
弾性力によりリブ168が押し出され、図12(c)に示すように、リブ先端168ｄは面35より外
側に突出した状態となる。この状態が把持部材160が第二位置に位置した状態である。こ
の状態では把持部161が外方へ突出しているため、操作し易い状態になっている。
【００５５】
　このとき、把持部材160の最外端は、本体ガイド105より外側となる。そのため、再び、
装置本体内に装着する際には、本体ガイド105と干渉することで、装着不可能となる。し
たがって、ユーザに把持部材160が取り外し部材であることを認識させることができる。
また、この状態で単に図12(c)の矢印Ｂ方向のみに力を加えても、リブ先端168ｄは面35、
もしくはバネ部材70の外周面に接触するため、軸受部材30に収納不可能となる。
【００５６】
　よって、ユーザーが把持部材160をつかんで、トナーシール150をカートリッジ７から除
去しないとカートリッジ７を装置本体に装着できない。すなわち、トナーシール150を取
り付けたままでは、カートリッジ７を再び装置本体100へ装着することができない。この
ため、ユーザに把持部材160がカートリッジ使用に際して取り外し部材であることを認識
させることができる。
【００５７】
　また、把持部材160を前記第一位置Ｐ1から第二位置Ｐ2へ変位させるに際し、把持部材1
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60を弾性力によって自動的に移動させるようにしている。このため、複雑な構成なくして
カートリッジ７を装置本体から取り出すだけで第二位置へ変位させることができる。さら
に、本実施形態ではバネ部材70によって前記弾性力を付与する構成であるため、第二位置
Ｐ2へ確実に付勢することができる。
【００５８】
　尚、本実施例において、カートリッジ７が装置本体100に進入を開始する時点から把持
部材160が第一位置Ｐ1を取り得る構成を説明した。即ち、把持部材160が第二位置Ｐ2を取
り得るのは、カートリッジ７が装置本体100から取り出された状態のときである。
【００５９】
　しかし、カートリッジ７が装置本体100の所定位置に進入を開始する時点から把持部材1
60が第一位置Ｐ1を取り得る構成にしても良い。即ち、完全にカートリッジ７が装置本体1
00から取り出された状態にならなくても、一旦所定位置から引き出されれば、把持部材16
0が第二位置Ｐ2を取り得る構成であっても良い。その状態でも、ユーザーが把持部材160
を除去しなければならないことを認識できるからである。ここで、前記所定位置は、カー
トリッジ７の画像形成位置であっても良いが、カートリッジ７を前記画像形成位置からあ
る程度の距離移動させた位置であるほうが良い。
【００６０】
　〔第２実施形態〕
　次に第２実施形態に係る装置について図14、図15を参照して説明する。なお、本実施形
態の装置の基本構成は前述した実施形態と同一であるため重複する説明は省略し、ここで
は本実施形態の特徴となる構成について説明する。また、前述した実施形態と同一機能を
有する部材には同一符号を付す。
【００６１】
　本実施形態の把持部材160は、図14に示すように、ユーザが把持するリング状の把持部1
61と、軸受部材30と結合する結合部163、トナーシール150と係合するスリット部162、座
面部167が設けられている。また、前記結合部163に対して把持部161を含む把手部分が変
形可能にするための連結部164が設けられている。そして、本実施形態が前述した第１実
施形態と異なるのは、前記座面部167にリブではなく、弾性変形可能な弾性突起部169が設
けられていることである。
【００６２】
　ここで、本実施形態の把持部材160がポップアップする状態を、図15を用いて説明する
。把持部材160は、カートリッジ７を装置本体に装着する前に、座面部外面167ａを矢印Ｂ
方向に押さえて、完全に収納された図15(a)の状態にする。このとき、座面部167に設けら
れた弾性突起部169が軸受部材30の外面に当接して弾性復帰可能な状態で倒される。なお
、前記弾性突起部169の倒れ量は、座面部167の内面側に設けられた凸部165ａ，165ｂ（図
14参照）が軸受部材30の外面に当接することで所定の倒れ量で規制される。
【００６３】
　前記変形状態において、弾性突起部169が弾性領域であるため、この弾性力によって把
持部材160を常に移動する方向（図15(b)の矢印Ｃ方向）に力が働いている。よって、カー
トリッジ７を装置本体内に装着したときは、本体ガイド105で規制される位置まで突出し
た図15(b)の状態で維持される。
【００６４】
　さらに、装置本体から、カートリッジ７を取り出すときは、第１実施形態と同様に本体
ガイド面105ａと把持部材160の面166、本体ガイド面105ｂと面167ａが接触することで（
図13参照）、図15(b)の状態を維持したまま移動する。
【００６５】
　次に、装置本体からカートリッジが取り出されたときは、弾性突起部169の倒れが弾性
復帰した図15(c)の状態となり、把持部材160の最外端は、本体ガイド105より外側となる
。そのため、再びカートリッジを装置本体内に装着する際には、本体ガイド105と干渉す
ることで、装着不可能となり、ユーザに把持部材160が取り外し部材であることを認識さ
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せることができる。
【００６６】
　上記のように弾性突起部169の弾性力によって把持部材160をポップアップするように構
成すれば、第１実施形態に示したように、軸受部材30にバネ部材70を設ける必要がなく構
成が簡単になる。また、弾性突起部169は把持部材160と一体的に樹脂成形等により構成し
得るので、この点でも構成を容易になし得る。
【００６７】
　〔他の実施形態〕
　前述した第１実施形態ではバネ部材70の弾性力により、また第２実施形態では弾性突起
部169の弾性力により把持部材160を第一位置Ｐ1から第二位置Ｐ2へ変化するように構成し
た。しかし、前記把持部材を第一位置Ｐ1から第二位置Ｐ2へ変化させるのに弾性力を用い
る構成でなくてもよい。
【００６８】
　例えば、前述した第１実施形態の例で説明すると、座面部167にリブ168の代わりに係止
突起を設け、軸受部材30には前記バネ部材70を設けることなく前記係止突起が係止可能な
係止部を設ける。そして、カートリッジを装置本体に同梱するために、把持部材160を第
一位置にしたときに前記係止部材が係止部に係止するように構成する。すなわち、座面部
外面167ａを図12(a)の矢印Ｂ方向へ押すとスナップフィットにより把持部材160が第一位
置Ｐ1に固定される。このため、カートリッジ７は前記座面部外面167ａを押さえていなく
ても装置本体100に装着可能である。
【００６９】
　一方、装置本体100には前記カートリッジ７を装置本体100から取り出すときに、把持部
材160が装置本体の所定部分に当接し、前記係止突起と係止部との係合を解除して把持部
材160を第二位置Ｐ2に変位させる係止解除部が設けてある。このため、カートリッジを装
置本体から完全に取り出すと、把持部材160が第二位置Ｐ2へ変位して把持部材160の最外
端は、本体ガイド105より外側となる。また、第二位置Ｐ2は、本体ガイド105より内側で
も、前記係止解除部に当接して、それ以上カートリッジ７が装置本体100に進入できない
構成にしても良い。
【００７０】
　上記のように構成すれば、弾性力を用いることなく、前述した実施形態と同様に再びカ
ートリッジを装置本体内に装着する際には、本体ガイド105と干渉することで、装着不可
能となる。よって、ユーザに把持部材160が取り外し部材であることを認識させることが
できる。すなわち、トナーシール150を取り付けたままの状態では、カートリッジ７を画
像形成をおこなうために装置本体100に装着することができない。
【００７１】
　また、前述した各実施形態において、電子写真画像形成装置とは、電子写真画像形成方
式を用いて記録媒体に画像を形成するものである。そして、電子写真画像形成装置の例と
しては、例えば、電子写真複写機、電子写真プリンタ（例えば、レーザービームプリンタ
、ＬＥＤプリンタ等）、ファクシミリ装置及びワードプロセッサ等が含まれる。
【００７２】
　また、カートリッジとは、電子写真感光体ドラムとこれに作用するプロセス手段として
少なくとも現像手段（現像ローラ）を有し、これらを一体的にカートリッジ化し、このカ
ートリッジを電子写真装置本体に対して着脱可能とするものである。なお、プロセス手段
としては現像手段の他に帯電手段、クリーニング手段等がある。
【００７３】
　さらに、本実施例においては、プロセスカートリッジを用いて説明したが、現像ローラ
40と、現像剤供給開口48を有する現像剤収納部41とを有し、装置本体100に着脱可能な現
像カートリッジであっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
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【図１】第１実施形態に係る多色画像形成装置の一例を示す断面図である。
【図２】第１実施形態に係るカートリッジを示す断面図である。
【図３】第１実施形態に係るカートリッジを示す斜視図である。
【図４】第１実施形態に係る装置本体のカートリッジ装着時を示す概略斜視図である。
【図５】第１実施形態に係る把持部材を示す概略斜視図である。
【図６】第１実施形態に係るトナーシールと把持部材の係合方法を示す概略斜視図である
。
【図７】第１実施形態に係る軸受部材を示す概略断面図である。
【図８】第１実施形態に係るバネ部材の支持方法を示す断面図である。
【図９】第１実施形態に係るバネ部材の支持方法を示す断面図である。
【図１０】第１実施形態に係る把持部材が軸受部材に取り付けられた状態を示す概略斜視
図である。
【図１１】第１実施形態に係る装着同梱時における把持部材の状態を示す概略斜視図であ
る。
【図１２】第１実施形態に係る把持部材のポップアップの状態を示す概略断面図である。
【図１３】第１実施形態に係る把持部材と本体ガイドの関係を示す概略斜視図である。
【図１４】第２実施形態に係る把持部材を示す概略斜視図である。
【図１５】第２実施形態に係る把持部材のポップアップの状態を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【００７５】
１　　…電子写真感光体ドラム
４　　…現像ユニット
７　　…プロセスカートリッジ
16　　…給送部
17　　…給送カセット
18　　…給送ローラ
19　　…レジストローラ
23　　…排出ローラ
24　　…排出部
30　　…軸受部材
40　　…現像ローラ
41　　…トナー収納部
70　　…バネ部材
99　　…装着部
100　 …装置本体
102，103 …ガイドレール部
105　 …本体ガイド
105ａ …ガイド面
150　 …トナーシール
160　 …把持部材
161　 …把持部
162　 …スリット部
163　 …結合部
163ａ …圧入リブ
163ｂ …規制部
164　 …連結部
167　 …座面部
167ａ …外面
168　 …リブ
168ｂ，168ｃ …斜面
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169　 …弾性突起部
180　 …メモリ
180ａ …接点部

【図１】 【図２】
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